
千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱 
 
（趣旨） 

第１条 市長は、し尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資する

ため、別表第１に定める施設（以下「補助対象施設」という。）の整備に要する費用につ

いて、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。

以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、補助対象施設を整備する者に対し補助金

を交付する。 

 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）合併処理浄化槽  浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化

槽であって、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去率９０％以上、放流

水のＢＯＤ２０ｍｇ／ℓ(日間平均値)以下の機能を有するものをいい、処理対象人員１０

人以下のものにあっては、次のいずれにも該当するものをいう。 

ア  全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会（以下「全浄協」という。）が行う合併

処理浄化槽登録制度に登録されているもの 

イ  社団法人全国浄化槽団体連合会（以下「全浄連」という。）が行う小型合併処理浄

化槽機能保証制度による保証登録されているもの 

（２）窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽  前号に規定する合併処

理浄化槽であって、放流水の総窒素濃度が２０ｍｇ／ℓ以下又は総燐濃度１ｍｇ／ℓ以下

の機能を有するものをいう。 

（３）高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽（Ｎ１０型浄化槽） 前２

号に規定する浄化槽であって、放流水の総窒素濃度が１０ｍｇ／ℓ以下の機能を有する

ものをいう。 

（４）単独処理浄化槽等  浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）

附則第２条の規定により浄化槽とみなされたもの及びくみ取り槽をいう。 

（５）住宅  人の居住の用途に供する建築物をいい、店舗、事務所その他これらに類する用

途を兼ねるもの（以下「店舗等併用住宅」という。）にあっては、延べ面積の２分の１

以上を居住の用途に供し、かつ、居住の用途に供しない部分の延べ面積の合計が５０㎡

を超えないものをいう。 

（６）放流先のない場合の処理装置 放流水を蒸発拡散させる装置として、公的試験研究機

関等による性能評価又は行政機関（関東地方の都県・保健所設置市に限る。）による構

造認定を得ているものをいう。 



（補助対象地域） 

第３条  補助金の交付の対象となる地域（以下「補助対象地域」という。）は、次の各号に 

定める区域を除く市内全域とする。ただし、それぞれ当該各号に定める区域であっても、

水質浄化対策上市長が特に必要と認める区域は補助対象地域とすることができる。 

（１）下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項又は同法第２５条の３第１項の

規定による事業計画に定められた予定処理区域 

（２）前号に定める予定処理区域と一体的に公共下水道が整備される予定の区域 

（３）農業集落排水事業の事業採択区域 

 

２  窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽にあっては、前項に定める補

助対象地域であって、次の各号のいずれかに該当する地域とする。 

（１）「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を指定」（昭和６０年環

境庁告示第２７号）により指定された湖沼に生活排水が排出される地域 

（２）「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域を指定」（平成５年環境

庁告示第６７号）により指定された海域に生活排水が排出される地域 

 

（補助対象者） 

第４条  補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号に定める。 

（１）単独処理浄化槽等に換えて補助対象施設を整備すること。 

（２）市に納付すべき税（延滞金を含む）の滞納がないこと。 

（３）補助対象施設を整備する住宅に、申請者が居住していること。（居住とは、本市の住

民基本台帳に記録されていることであり、住民情報照会又は住民票により確認します。） 

 

（補助対象工事） 

第５条 補助対象工事について次の各号に定める要件を備えるものとする。 

（１）浄化槽法第５条第１項の規定に基づく届出をしていること。 

（２）住宅から出るすべての排水（雨水を除く。）を補助対象施設で処理するものである

こと。 

（３）土地又は住宅、あるいはその両方が申請者の名義以外の場合にあっては、補助対象

施設の整備についてそれぞれの所有権者の承諾を得ていること。 

（４）補助対象工事を当該補助金交付決定に係る市の会計年度の２月２０日までに開始す

ること。 

（５）第８条に規定する市の交付決定後に工事に着手すること。 

 



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合には、補助金を交付しないものとする。 

（１）住宅を譲渡又は賃貸する目的で補助対象施設の整備を行う場合。 

（２）住宅の建て替えに伴って補助対象施設を整備する場合。 

（３）住宅が固定資産課税台帳に登載されていない場合。 

 

 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、以下の（１）から（５）の該当する工事の合計額とする。 

（１）第２条第１号から第３号に掲げる合併処理浄化槽（以下、「合併処理浄化槽等」とい

う。）を設置するために要する費用に相当する額とし、別表第２の左欄に掲げる区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度とする。ただし、店舗等併用住宅にあって

は、居住の用途に供する部分から算定した人槽とし、同表の右欄に掲げる額を限度とす

る。 

（２）既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽等に設置換えをする者に対する補助 （以

下、「単独等転換補助」という。）の額は、１８０,０００円（ただし、くみ取り槽か

らの転換の場合は１２０,０００円）を限度とする。 

（３）配管工事に要する費用の補助（以下、「配管費用補助」という。）の額は、       

３３０，０００円を限度とする。 

（４）補助対象施設整備と同時に放流先のない場合の処理装置を設置する者に対する補助

（以下、「放流水処理装置補助」という。）の額は、２００，０００円を限度とする。 

（５）第３条第２項各号のいずれかに該当する地域において、Ｎ１０型浄化槽を整備しよう

とする者に対する補助（以下、「Ｎ１０型上乗せ補助」という。）の額は、補助対象施

設の整備に要する費用から（１）に規定する補助金額を差し引いた金額と２００，００

０円を限度とする。 

 

（交付の申請） 

第７条  規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、千葉市合併処理

浄化槽設置事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して当

該補助金交付決定に係る市の会計年度の１２月２８日までに市長に提出しなければなら

ない。 

（１）設置場所案内図 

（２）審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し 

（３）合併処理浄化槽概要書の写し及び構造図 

（４）配置配管図 

（５）見積書の写し 



（６）全浄協による登録証の写し及び管理票並びに全浄連による保証登録証 

（７）工事請負契約書の写し 

（８）前条第２項及び第３項に規定する補助金を申請するときは、既設の単独処理浄化槽

等の概要と転換計画を示した書類 

（９）前条第４項に規定する補助金を申請するときは、放流先のない場合の処理装置認定

通知書の写し、構造図及び放流先のない場合の処理装置の設置計画を示した書類 

（１０）土地及び建物の所有者を証する書類 

（１１）その他市長が必要と認める書類 

 

２ １件の補助申請について補助対象者が２人以上いる場合は、当該補助対象者の総意によ

り代表者を決定し、その者が補助金の申請から受領に係る諸手続きを行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第８条  規則第５条の規定により附する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業の内容、費用の配分又は遂行計画の変更をする場合には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）その他市長が必要と認める事項 

 

（交付決定通知） 

第９条  規則第６条の規定による通知は、千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定通

知書（様式第２号）によるものとする。 

 

（変更等の承認等） 

第１０条  第７条各号の規定により承認を受けようとするときは、変更承認申請書（様式第

３号）により市長に申請しなければならない。ただし、これにより補助金交付決定額を増

額することはできない。 

 

２ 市長は、前項の申請を承認するときは、千葉市合併処理浄化槽設置事業変更承認通知書

（様式第４号）により補助対象者に通知するものとする。ただし、次項による場合を除

く。 

 



３ 市長は、第１項の申請により補助金の交付決定額を変更するときは、規則第６条の規定

により千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により

補助対象者に通知するものとする。 

 

（実績報告書） 

第１１条  規則第１２条の規定により報告しようとするときは、千葉市合併処理浄化槽設置

事業実績報告書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添付して当該補助金交付決定に

係る市の会計年度の３月１５日までに市長に提出しなければならない。 

（１）工事費請求書又は領収書の写し 

（２）浄化槽施工結果報告書の写し 

（３）設置工事の写真 

（４）第５条第２項及び第３項に規定する補助金を申請するときは、既設単独処理浄化槽等

の転換状況の写真 

（５）第５条第４項に規定する補助金を申請するときは、放流先のない場合の処理装置施工

結果報告書の写し及び設置工事の写真 

（６）浄化槽法第 11条第 1項に規定する検査の受検手続きの代行、浄化槽の保守点検及び

清掃等の包括的契約（一括契約）を締結したことを証する書類の写し（やむを得ない事

情により当該契約を締結しない場合は浄化槽法第１１条第１項に規定する検査の受検契

約書の写し、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し） 

（７）浄化槽の保守点検を補助対象者が自ら実施する場合、それが可能であることを証明す

る書類の写し 

（８）その他市長が必要と認める書類 

 

（額の確定通知） 

第１２条  規則第１３条の規定による通知は、千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金額確定

通知書（様式第７号）によるものとする。 

 

（交付の請求） 

第１３条  規則第１６条第１項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、千

葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければな

らない。 

      附  則 

この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 

      附  則 

１  この要綱は、昭和６２年１０月１日から施行する。 



２、３  略 

      附  則 

１  この要綱は、平成元年６月１日から施行する。 

２  略 

      附  則 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

      附  則 

この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

      附  則 

１  この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

２  略 

      附  則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

      附  則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

      附  則 

この要綱は、平成１１年５月１日から施行する。 

      附  則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 略 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 略 

   附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年１２月１３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 



   附 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表第１ 

 

補助対象施設 

１  合併処理浄化槽（１０人槽以下に限る。） 

２  窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽（１０人槽 

以下に限る。） 

 ３ 高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽（Ｎ１０型 

浄化槽）（１０人槽以下に限る。） 

 

別表第２ 

 

補助金額 

区  分 限 度 額 

 

・合併処理浄化槽を整備する場合 

 

・第３条第２項各号の地域外にお

いて窒素又は燐除去能力を有す

る高度処理型の合併処理浄化槽

を整備する場合 

 

（１）５人槽    ３３２，０００円 

 

（２）６～７人槽  ４１４，０００円 

 

（３）８～１０人槽 ５４８，０００円 

窒素又は燐除去能力を有する高度

処理型の合併処理浄化槽を整備す

る場合 

 

（１）５人槽    ３６０，０００円 

 

（２）６～７人槽  ４６２，０００円 

 

（３）８～１０人槽 ５８５，０００円 

 

高度窒素除去能力を有する高度処

理型の合併処理浄化槽（Ｎ１０型

浄化槽）を整備する場合 

 

（１）５人槽    ４７４，０００円 

 

（２）６～７人槽  ５７０，０００円 

 

（３）８～１０人槽 ７２３，０００円 

 

 

 



様式第１号 

年    月    日 

 

千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書 
 

（あて先）千葉市長 

 

                      申請者 

                       住          所 

                       氏     名                                    

 

連絡先電話番号 

連絡先電子メールアドレス               

          年度千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金の交付を受けたいので、千葉市補助金等交付規

則第３条の規定により、次のとおり申請します。 

また、私は法令等に則り、浄化槽法が定める法定検査・保守点検・清掃を適正に実施することを誓

約します。これを守らなかった場合、この補助金を返還することに異存はありません。 

設 置 場 所  

住 宅 等 所 有 者 １ 本人 ２ 共有（計 人） ３ その他（    ） 

補 助 金 額 の 加 算 
１ 単独等転換補助  ２ 配管費用補助 

３ Ｎ10型上乗せ補助 ４ 放流水処理装置補助 

事

業

計

画 

総 工 事 費 円 

交付を受けようとする補助金の 
額及びその算出の基礎 

人槽         円 

自 己 資 金 円 

補助事業の着手予定年月日 

完了予定年月日 

年    月    日 

年    月    日 

添 付 書 類 
１ 設置場所案内図 
２ 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し 
３ 合併処理浄化槽概要書の写し及び構造図 
４ 配置配管図 
５ 見積書の写し 
６ 全浄協による登録証の写し及び管理票並びに全浄連による保証登録証 
７ 工事請負契約書の写し 
８ 千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第５条第２項及
び第３項に規定する補助金を申請するときは、既設単独処理浄化槽等の概要と転換計画を示
した書類 

９ 要綱第５条第４項に規定する補助金を申請するときは、放流先のない場合の処理装置認定
通知書の写し、構造図並びに放流先のない場合の処理装置の設置計画を示した書類 

10 土地及び建物の所有者を証する書類 
11 その他市長が必要と認める書類 



様式第２号 

 

                                                    千葉市指令   第         号 

 

 

                          様 

 

 

千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定通知書 

 

 

         年     月     日付申請のあった千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金について、

次のとおり交付決定したので、千葉市補助金等交付規則第６条の規定により通知する。 

 

 

 

         年     月     日 

 

 

                    千葉市長             印 

 

 

補助金の交付決定額 円 

交 付 条 件 １ 補助事業の内容、費用の配分又は遂行計画の変更を

 する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

２ 補助事業を中止又は廃止する場合には、あらかじめ

 市長の承認を受けること。 

３ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助

 事業の遂行が困難となった場合には、すみやかに市長

 に報告して、その指示を受けること。 

４ 千葉市補助金等交付規則及び千葉市合併処理浄化槽

設置事業補助金交付要綱を遵守すること。 

５ 浄化槽法等の法令に従い、補助対象施設を適正に維

持管理すること。 

（教示）この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市

長に対してすることができます。 

 この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被

告として提起することができます。 



様式第３号 

                                                             年      月      日 

 

変  更  承  認  申  請  書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

 

                      申請者 

                       住          所 

                       氏     名                                     

連絡先電話番号 

連絡先電子メールアドレス               

 

 

        年      月      日付千葉市指令   第         号で補助金交付決定を受けた 

合併処理浄化槽補助金について、申請内容を下記のとおり変更したいので、承認願います。 

 

 

 

記 

１  補助金申請内容の変更 

２  補助事業の中止 

３  補助事業の廃止 

（理由） 

 

 

 

 

 



様式第４号 

年      月      日 

 

 

                          様 

 

 

                    千 葉 市 長                 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

千葉市合併処理浄化槽設置事業変更承認通知書 

 

 

 

        年     月     日付変更承認申請のあった千葉市合併処理浄化槽設置事業について、 

下記のとおり承認する。 

 

 

 

記 

承認する内容                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教示）この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市長に対し

てすることができます。 

 この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として

提起することができます。 

 



 

様式第５号 

 

                                                    千葉市指令   第         号 

 

                          様 

 

 

千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

         年     月     日付千葉市指令   第   号にて交付決定した千葉市合併処理

浄化槽設置事業補助金について、次のとおり変更交付決定したので、千葉市補助金等交付規則

第６条の規定により通知する。 

 

 

         年     月     日 

 

 

                    千葉市長             印 

 

既 交 付 決 定 額 円 

変 更 交 付 決 定 額 円 

交 付 条 件 １ 補助事業の内容、費用の配分又は遂行計画の変更を

 する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

２ 補助事業を中止又は廃止する場合には、あらかじめ

 市長の承認を受けること。 

３ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助

 事業の遂行が困難となった場合には、すみやかに市長

 に報告して、その指示を受けること。 

４ 千葉市補助金等交付規則及び千葉市合併処理浄化槽

設置事業補助金交付要綱を遵守すること。 

５ 浄化槽法等の法令に従い、補助対象施設を適正に維

持管理すること。 

（教示）この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市

長に対してすることができます。 

 この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被

告として提起することができます。 



 

様式第６号 

年      月      日 

 

千葉市合併処理浄化槽設置事業実績報告書 
 

（あて先）千葉市長 

 

 

                      申請者 

                       住          所 

                       氏     名                                    
 

 

連絡先電話番号 

連絡先電子メールアドレス               

 

           年   月   日付千葉市指令   第    号により補助金の交付決定の

あった千葉市合併処理浄化槽設置事業の実績について、千葉市補助金等交付規則第１２条の

規定により、次のとおり報告します。 

補助事業の着手年月日 年    月    日 

     完了年月日 年    月    日 

補助事業の費用精算額 円 

補助金の交付決定額 円 

自 己 資 金 円 

添 付 書 類 １ 工事費請求書又は領収書の写し 

２ 浄化槽施工結果報告書の写し 

３ 設置工事の写真 

４ 第５条第２項及び第３項に規定する補助金を申請

するときは、既設単独処理浄化槽等の転換状況の写真 

５ 第５条第４項に規定する補助金を申請するときは、

放流先のない場合の処理装置施工結果報告書の写し

及び設置工事の写真 

６ 浄化槽法第 11条第1項に規定する検査の受検

手続きの代行、浄化槽の保守点検及び清掃等の

包括的契約（一括契約）を締結したことを証す

る書類の写し（やむを得ない事情により当該契

約を締結しない場合は浄化槽法第１１条第１項

に規定する検査の受検契約書の写し、浄化槽保

守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契

約書の写し） 

７ 浄化槽の保守点検を補助対象者が自ら実施する場

合、それが可能であることを証明する書類の写し 

８ その他市長が必要と認める書類 



 

様式第７号 

 

                                                        千葉市達   第        号 

 

 

 

 

                         様 

 

 

 

千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金額確定通知書 

 

 

 

           年      月      日付千葉市合併処理浄化槽設置事業実績報告書により、  

  年度千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金額を次のとおり確定したので、千葉市補助金等 

交付規則第１３条の規定により通知する。 

 

             年     月      日 

 

 

                    千葉市長             印 

 

 

補 助 金 の 交 付 決 定 額                   円 

補 助 事 業 の 費 用 精 算 額                   円 

補 助 金 の 確 定 額                   円 

 

 

（教示）この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市

長に対してすることができます。 

 この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被

告として提起することができます。 



 

様式第８号 

 

                                                               年      月      日 

 

千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金交付請求書 

 

（あて先）千葉市長 

 

 

 

                      申請者 

                       住          所 

                       氏     名                                    （※） 

                                                            （※）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

連絡先電話番号 

連絡先電子メールアドレス               

 

            年      月      日付千葉市達   第       号千葉市合併処理浄化槽設置 

事業補助金額確定通知書により確定した補助金の交付について、千葉市補助金等交付規則 

第１６条第１項の規定により、次のとおり請求します。 

 

補 助 金の 確定 額  円 

交 付 請 求 額 円 

添 付 書 類  千葉市合併処理浄化槽設置事業補助金額確定通知書の写し 

  

振込先金融機関名 
         銀  行 

         信用金庫           支店 

預 金 種 別  普 通   当 座  その他（        ） 

口 座 番 号   

フ リ ガ ナ   

氏 名  

 


